
●行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下番号法）に

基づく社会保障・税番号制度（以下マイナンバー制度）は、社会保障・税制度の効率性・透明性を

高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としています。

●平成２８年１月より個人番号（マイナンバー）の利用が開始されます。

●個人番号（マイナンバー）は、国民に通知される、一人ひとり異なる１２桁の番号であり、個人が特

定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が通知され、割り当てられます。

●法人番号は、１３桁の番号で設立登記法人などの法人等に１法人1つ指定され、国税庁から通知

されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。

●法人番号は、個人番号と異なり、法人名等、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号がイン

ターネット（法人番号公表サイト）を通じて、どなたでも自由に利用できます。

●番号法においては、個人番号をその内容に含む個人情報（以下特定個人情報）は、利用範囲を

限定する等、より厳格な保護措置を定めています。

●特定個人情報保護委員会（内閣府外局の第三者機関）より、特定個人情報の適正な取り扱いを

確保するための具体的な指針を定めた「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」

（以下ガイドライン）が策定されています。(詳細は、特定個人情報保護委員会ホームページ参照。）

労働保険関係の届出様式の一部に「個人番号」や「法人番号」欄が追加されますので、労働保険事
務組合へ事務委託をしている事業主は、特定個人情報を労働保険事務組合へ通知することとなります。

～労働保険事務組合委託事業主の皆様へ～

マイナンバー（個人番号）制度の導入に向けて

１．マイナンバー制度の概要

２．法人番号

３．特定個人情報（個人番号を含む個人情報）を取扱う場合

４．労働保険事務組合委託に係る届出等様式

◆労働保険関係成立届
◆労働保険料等申告書

「法人番号」が追加されます

◆雇用保険被保険者資格取得届
◆雇用保険被保険者氏名変更・喪失届

「個人番号」が追加されます

◆雇用保険適用事業所設置届
◆雇用保険適用事業所廃止届

「法人番号」が追加されます

雇用保険関係適用徴収関係

※個人番号（マイナンバー）の利用できる範囲
①行政機関での社会保障分野での利用（社会保険・労働保険関係等）
②国税・地方税の徴収での利用
③災害対策における利用（金融機関のみ）

事業主としては、①②について、
個人番号を取扱うこととなりますが、
労働保険事務組合への委託は労
働保険関係事務のみとなります。



① 委託契約書(労働保険事務等委託書など)の見直しが必要です。
マイナンバー制度が始まると、「個人番号」の記載された雇用保険被保険者資格取得届などを労働保険事
務組合がハローワークへ提出することとなりますので、委託契約の見直し等が必要になります。

② 「個人番号」の収集と労働保険事務組合への提供が必要です。
事業主は、従業員から「個人番号」を収集した上で、雇用保険被保険者資格取得届等をハローワークへ提出
するため、労働保険事務組合へ提供していただきます。

③ 安全管理措置が必要です。
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保し、具体的な取扱を定めるため、ガイドラインに沿っ
て「基本方針」及び「事務取扱規定」を策定し、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止などのため、適
切な安全管理措置を講じる必要があります。

労働保険関係事務において事業主における取扱の見直し

★事務取扱担当者や取扱う事務の範囲の明確化など、組織体制の整備と事務取扱規定に基づく運用。

★盗難・紛失防止のため、特定個人情報を取扱う機器、電子媒体又は書類等は、施錠可能な書庫等へ保管。

★特定個人情報に関する作業を行う事務スペースは、事務取扱担当者以外の者から見えないよう間仕切り設

置,座席の配置の工夫。

★個人番号の記載された書類を、労働保険事務組合へ郵送にて送付する際、簡易書留など、追跡可能な郵便

制度を利用。手渡しで書類を授受する場合は個人番号が安易に見えることの無いように封入封緘する。

★個人番号を含む情報を電子媒体で持ち出す場合、漏えい防止のため、データの暗号化またはパスワードに

よる保護を行い、施錠可能なケースでの運搬。

★情報漏えい事案に迅速に対応するための体制整備。

※事業主は、労働保険関係事務のみではなく、源泉徴収作成事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等の特定個人情報を取扱う場合

は、すべて安全管理措置を講じる必要があります。

安全管理措置の具体的な取扱

従業員 委託事業主 労働保険事務組合 ハローワーク

個人番号提示 特定個人情報 雇用保険関係届出

※上記が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳
などの２種類以上の書類提示

※雇用関係にあるなど、人違いでないことが明らかと行政機関
が認めるときは、身元確認資料は不要

雇用保険被保険者関係の手続き（例）

従業員から提示された特定個人情
報については、ガイドラインに沿っ
た安全管理措置を講ずる

事業主から提供のあった特定個
人情報については、ガイドライン
に沿った安全管理措置を講じる

労働保険事務組合から受理し
た特定個人情報を含む各書類
については、ガイドラインに
沿った安全管理措置を講じる

● 雇用保険被保険者関係

ハローワークインターネットサービス
より雇用保険被保険者資格得届等
をダウンロードして 被保険者番号、
氏名、生年月日、取得年月日、喪失
年月日、個人番号等の必要事項を
記載する。（個人番号以外は、労働
保険事務から依頼を受けた欄を記
入する。）

通知カード又
は住民票

運転免許又
はパスポート

個人番号
カード

○本人確認

愛知労働局総務部 労働保険適用・事務組合課 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング15階 電話052-219-5502

● 各種様式の取扱

必要事項を記入の上、ハローワーク
へ提出

法人番号の利用について

●新たに労働保険に加入する場合や、事業廃止、従業員
が０人となった場合
「労働保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険適用事業所廃止届」等を、労働保険事務組合
より労働基準監督署又はハローワークへ提出していただ
きますので、その際は法人番号を労働保険事務組合へ
提供していただきます。


